
区とは
避難所一覧
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指定緊急避難場所 兼 指定避難所
指定緊急避難場所対応区分

避難所一覧

　　　　　 : 総務課 情報防災係
☎0267(32)3111
問い合わせ先

草越公民館
向原地区世代間交流センター
広戸地区世代間交流センター
豊昇地区世代間交流センター
豊昇園
面替公民館
信州みよたクラインガルテン大星の杜・面替（交流施設）
児玉地区世代間交流センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
ヘルスパイオニアセンター
御代田南小学校体育館
西軽井沢公民館
栄町公民館
御代田中学校体育館
やまゆり共同作業所
荒町公民館
平和台公民館
上宿公民館
小田井地区世代間交流センター
ハートピアみよた
塩野地区世代間交流センター
やまゆり体育館
清万地区世代間交流センター
一里塚地区世代間交流センター
馬瀬口創作館
三ツ谷地区世代間交流センター
御代田北小学校体育館
エコールみよた

大字草越410-1
大字草越1173-396
大字広戸559-1
大字豊昇1091-1
大字豊昇1800-8
大字面替544
大字面替932-1
大字御代田3995-19
大字御代田4107-72
大字御代田4107-31
大字御代田4107-41
大字御代田4108-466
大字御代田2503
大字御代田2718
大字御代田2450-1
大字御代田2158
大字御代田2670-94
大字御代田1772-2
大字御代田1603-3
大字御代田1772-1
大字塩野1323-1
大字塩野3025-2
大字塩野3310-1
大字馬瀬口1507-145
大字馬瀬口632-6
大字馬瀬口2039-2
大字馬瀬口1935
大字馬瀬口1901-1

名　　称 住　　所 土砂
災害 地震
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指定緊急避難場所

名　　称 住　　所
指定緊急避難場所対応区分

土砂
災害 地震洪水

御代田中学校（グラウンド）
御代田南小学校（グラウンド）
御代田北小学校（グラウンド）
旧御代田小学校跡地（ハートピアみよた隣）
旧伍賀小学校跡地（豊昇園隣）
雪窓公園
やまゆり公園
龍神の杜公園

大字御代田2718
大字御代田4107-41
大字馬瀬口1935
大字御代田1772-1
大字豊昇1800-2
大字御代田4107-96
大字塩野3025-2
大字御代田2505-2

通常噴火 融雪泥流
浅間山噴火

指定福祉避難所
名　　称 住　　所

ハートピアみよた
やまゆり共同作業所
東原児童館
大林児童館

大字御代田1772-1
大字御代田2450-1
大字馬瀬口1499-2
大字御代田4107-151

指定緊急
避難場所

災害が発生し、または発生
するおそれがある場合、命
を守るために避難する場
所（施設）です。

指定
避難所

災害発生後、一定期間避
難生活をする施設です。

指定福祉
避難所

※災害の種類や規模によって、避難所が異なります。

○使用可能

×使用不可

○注
指定緊急避難場所対応区分が使用不可と
なっていても、災害発生後に施設の安全性を
確認した上で指定避難所として使用可能

△
地震の場合は建物が耐震基
準を満たしていないため、指
定避難所として使用不可

浅間山火山
防災マップ

土砂災害
洪水マップ

町の防災マップは
ここからチェック

避難所の開設は災害の種類や状況によって判断されます。災害
時に毎回全ての避難所が開設されるわけではありません。避難所
を開設する際は町から情報提供しますので必ずご確認ください。

災害時において、避難所生
活が困難な高齢者や障が
いのある人、妊婦など、何ら
かの特別の配慮を必要とす
る方が避難する施設です。
なお、福祉避難所は必要に
応じて開設される二次的避
難所であり、最初から福祉
避難所として利用すること
はできません。30

区（自治会）とは？

　　　　　 : 総務課 行政係
☎0267(32)3111
問い合わせ先

区に加入しましょう
区（自治会）とは、地域住民により組織された団体で、さまざまな活動をとおして、住みよいまちづくりに取り組んでいます。
御代田町では19の区が組織されています。区の活動は、地域に住むすべての住民の暮らしに欠かすことのできない重要な役割を担っています。

※このほか、自主防災組織による災害に備える活動、地域での除雪作業、環境美化活動、行政への要望活動、
　公民館活動などさまざまな活動をとおして、住みよいまちづくりに取り組んでいます。
※活動は、それぞれの区により違いはありますが、加入している区民の作業や会費等により運営されています。

直接お住まいの区の区長または、区役員に連絡してください
（各区長の連絡先は総務課行政係までお問い合わせください）。

町からの広報紙
や、お知らせな
どの文書は区を
通じて各ご家庭
に配布・回覧し
ています。

電柱に設置され
た暗い夜道を照
らす防犯灯は、区
が電気料の負担
をしており、安心
な地域を照らし
ています。

ごみ集積所の管理は、各区が
行っています。また、適切に集
積所が利用され、不法にごみが
放置されないよう運営を住民
の皆さまで行い、衛生的な地
域環境の整備に努めていま
す。

区が開催する行事（夏祭り、敬
老会など）を通じ、区民の交流
や人と人とのつながりを深
め、災害時には助け合える地
域、コミュニティの形成や子ど
もたちの健全育成、子育てに
関する活動を行っています。

〈区の主な活動〉

区に加入したい場合

広報紙などの
配布・回覧
広報紙などの
配布・回覧 防犯灯の管理等防犯灯の管理等 ごみ集積所の

管理
ごみ集積所の

管理 各種行事各種行事
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